
公 募 要 項 

 

 

 令和８年度災害復旧調査業務の委託対象者（以下「対象者」という。）の公募につい

て、次のように定める。 

 

 

１ 目  的 

 本公募は、山地災害及び施設災害等の災害復旧調査の実施対象者を予め選定してお

き、災害発生時に復旧調査契約を迅速に締結することにより、災害の早期復旧に資す

ることを目的とするものである。 

 

 

２ 参加資格 

（１）予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）第 70 条及び 71 条の規定に該当し

ない者であること。 

   なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意 

  を得ている者は、第 70 条中、特別な理由がある場合に該当する。 

（２）令和７・８年度九州森林管理局における一般競争（指名競争）参加資格の「測量 

  ・建設コンサルタント等」の業種区分「建設コンサルタント」に登録された者であ 

  ること。（「会社更生法」（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続き開始の申

立てがなされている者、又は、「民事再生法」（平成 11 年法律第 225 号）に基づき

再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、九州

森林管理局長が別に定める手続きに基づく一般競争（指名競争）参加資格の再確認

を受けて 

  いること。） 

（３）「会社更生法」に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者、又は、「民

事再生法」に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（上記（2）の再確認を

受けた者を除く。）でないこと。 

（４）「工事請負契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止期間中でない者。 

（５）公募に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 

（６）「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成 19 年 12 月 7

日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から部局長に対し、

暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水

産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 

（７）公募に参加するものは暴力団排除に関する誓約事項（別紙様式第４号）について 

  申込前に確認するので、申込書の提出をもってこれに同意したものとする。 

 

 

 



３ 必要とする資格又は要件 

（１）当該業務に関するノウハウ及び実績を有し、かつ、業務目的の達成に必要な組織 

  及び技術者、人員を有している者。 

（２）九州森林管理局管内に本店、支店、営業所（以下、「事務所」という。）の何れ

かを有し、緊急的な対応が可能であること。 

（３）参加しようとする者は、下記５の（２）で作成する技術資料（別紙様式２）のう 

 ち「３同種業務又は類似業務の実績」及び「５業務実施体制（配置可能な技術者）」 

 並びに「６－１～３のいずれかの予定技術者の経歴は必須とする。 

 

 

４ 業務内容 

 豪雨等により発生した以下の災害について、現地調査の実施及び復旧計画の作成。 

 ① 林地崩壊、治山施設に係る災害 

 ② 地すべり災害 

 ③ 海岸防災林に係る災害 

 ④ 林道施設に係る災害 

 

５ 書類の作成 

  公募に参加する者は、前述４に掲げる災害のうち希望する業務（災害の種類）毎に 

以下の書類を作成する。 

（１）申込書 （別紙様式１） 

（２）技術資料（別紙様式２） 

 

６ 書類の提出 

 公募に参加する者は、以下の書類を提出する。 

（１）提出書類 

 申込書  １部 

 技術資料 １部 

 資格確認通知書の写し 令和７・８年度 

（２）提出場所 

   熊本県熊本市西区京町本丁２ー７ 九州森林管理局 

                  （森林整備課、治山課）各業務ごとに提出 

 【林地崩壊、治山施設に係る災害】・・・４階 治山課 災害対策指導係長 あて 

  【地すべり災害】・・・・・・・・・・・４階 治山課 災害対策指導係長 あて 

  【海岸防災林に係る災害】・・・・・・・４階 治山課 災害対策指導係長 あて 

  【林道施設に係る災害】・・・・・・・・３階 森林整備課 主査（専門） あて 

（３）提出期限 

   令和８年３月 1３日（金）１６時００分まで 

（４）提出に当たっての留意事項 

① 持参により提出する場合の受付時間は、平日の９時００分から１６時００分ま

で（ただし、１２時００分から１３時００分までは除く。） 



② 郵送等により提出する場合は、上記（３）提出期限内に九州森林管理局に到着

したものまでを有効とする。 

③ 提出された書類は原則として、変更又は取消しを行うことはできない。 

④ 提出された書類は提出者に無断で使用しない。 

⑤ 書類の作成及び提出に係る経費の支払いは行わない。 

⑥ 提出された書類は返却しない。 

 

７ 対象者の選定 

（１）提出された技術資料の内容について、別途選定要領を定めて審査を行い、対象者 

  を選定する。 

（２）選定に当たっては以下の項目について審査する。 

  ① 一般競争（指名競争）参加資格の有無 

  ② 緊急的対応の可否（事務所の所在地） 

  ③ 法人の経験及び能力（同種、類似業務の実績） 

  ④ 担当者の経験及び能力（同種、類似業務の実績） 

  ⑤ 調査の実施体制（技術者数） 

（３）対象者が決定したときは、その旨を技術資料を提出した者全員に通知する。 

   

８ その他 

  災害復旧調査業務の委託契約に当たっては、災害発生の都度、本公募により対象者 

として選定された者の中から業務計画書及び見積書を徴収し、有利な者と委託契約す 

る。 

 

９ 問い合わせ先 

  〒８６０－００８１ 熊本県熊本市西区京町本丁２－７ 

  九州森林管理局 

       ３階 森林整備課 主査（専門）   電話：096-328-3682 

           ４階 治 山 課 災害対策指導係長 電話：096-328-3632 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙様式１） 

 

申  込  書 

 

 

 業務名  令和８年度 災害復旧調査業務委託 

           （林地崩壊・治山施設に係る災害） 

           （地すべり災害） 

           （海岸防災林に係る災害） 

           （林道施設に係る災害） 

 

 

 

 標記業務の対象者の選定に参加したいので、技術資料を添えて提出します。 

 

 

 

 

                      令和   年   月   日 

 

 

  支出負担行為担当官 

   九州森林管理局長 眞城 英一   殿 

 

 

 

                          住 所 

 

               法人名 

 

                          代表者名                 

 



（別紙様式２） 

技  術  資  料 

 

１ 登録を受けている事業 

  別紙「資格確認通知書」のとおり。 

 

２ 事務所等の所在地 

  九州森林管理局管内における本店、支店、営業所の所在地については、次のとおり。 

  ・本店          ○○県○○市○○町○○番地 

  ・○○支店   ○○県○○市○○町○○番地 

  ・○○営業所  ○○県○○市○○町○○番地 

  （所在を証明する資料を添付） 

 

３ 同種業務（災害復旧調査業務委託） 

  又は類似業務（治山全体調査、実施設計業務等）の実績 

業  務  分  類
 

 

 

 

 

 

業    務    名
 

 

 

 

 

 

契 約 金 額
 

 

 

 

 

 

 

履  行  期  間
自  年  月  日

至  年  月  日

自  年  月  日

至  年  月  日

自  年  月  日

至  年  月  日

 

発 

 

注 

 

者 

 

住  所 

 

 

 

 

 

 

 

電  話 

 

 

 

 

 

 

 

氏  名 

 

 

 

 

 

 

業務概要 
 

 

 

 

 

 

 

業務の特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注）１ 業務分類は、同種又は類似業務を記載すること 
    ２ 登録を希望する業務（災害の種類）の実績について記載すること 
   ３ 実績は、過去５ヶ年（令和３年度から令和７年度まで）のものとすること 
   ４  実績が複数ある場合は、同種業務を優先し、３件まで記載すること 

   ５ 地すべり等における実施設計を含まない観測等のみの業務は含まない 

 



 

４ 技術者の数 

  九州森林管理局管内において業務が発生した場合に配置可能な技術者については、 

以下のとおり。 

  技術者の区分は、別紙技術者の資格区分（「森林整備保全事業の調査の調査・測量

・ 設計等を外注する場合の取扱要領」（林野庁長官通知））による。 

  ・技師長 ○○名、 ・主任技師 ○○名、 ・技師 ○○名 

５ 業務実施体制 

 

 ○配置可能な技術者 

区分 予定者名 所属・役職 資格・部門 担当する業務内容 

（注）区分には、技師長、主任技師、技師を記載。 



 

６-１ 予定技術者の経歴 

 

 技師長 

氏     名 
 

生年月日
 

 

所属・役職 
 

学歴・職歴・ 

保有資格等 

 
 

 
業

 

 

務

 

 

経

 

 

歴

業務名（業務分類） 業 務 概 要 発注機関 履行期間 

 

その他の経 

歴 

 

 

 

（発表論文、表彰、取得特許等） 

 

 

 

（注）１．学歴・職歴・保有資格及び森林土木部門の職務に従事した期間は、

資格区分（別表参照）が判断できるように記載 

   ２．業務経歴は、過去３ヶ年（令和５年度から令和７年度）の登録を希望 

   する業務（災害の種類）の同種又は類似業務について記載 

   ３．業務経歴が複数ある場合は、同種業務を優先し、５件まで記載するこ 

    と。 



 

６-２ 予定技術者の経歴 

 

 主任技師 

氏     名 
 

生年月日
 

 

所属・役職 
 

学歴・職歴・ 

保有資格等 

 
 

 
業

 

 

務

 

 

経

 

 

歴

業務名（業務分類） 業 務 概 要 発注機関 履行期間 

 

その他の経 

歴 

 

 

 

（発表論文、表彰、取得特許等） 

 

 

 

（注）１．学歴・職歴・保有資格及び森林土木部門の職務に従事した期間は、資

格区分（別表参照）が判断できるように記載 

   ２．業務経歴は、過去３ヶ年（令和５年度から令和７年度）の登録を希望 

する業務（災害の種類）の同種又は類似業務について記載 

   ３．業務経歴が複数ある場合は、同種業務を優先し、５件まで記載するこ 

と。 



 

６-３ 予定技術者の経歴 

 

 技師 

氏     名 
 

生年月日

所属・役職 
 

学歴・職歴・ 

保有資格等 

 
 

 
業

 

 

務

 

 

経

 

 

歴

業務名（業務分類） 業 務 概 要 発注機関 履行期間 

 

その他の経 

歴 

 

 

 

（発表論文、表彰、取得特許等） 

 

 

 

（注）１．学歴・職歴・保有資格及び森林土木部門の職務に従事した期間は、資

格区分（別表参照）が判断できるように記載 

   ２．業務経歴は、過去３ヶ年（令和５年度から令和７年度）の登録を希望 

する業務（災害の種類）の同種又は類似業務について記載 

   ３．業務経歴が複数ある場合は、同種業務を優先し、５件まで記載するこ 

と。 

 

 



 
機密性２情報                       公募選定事務担当者限り 

別表 技術者の資格区分 
 
１ 設計業務等 

技術者の名称 技  術  経  歴 

 
技 師 長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
１ 技術士法（昭和３２年法律第１２４号）第１４条に規定する

技術士の登録（森林土木部門の登録に限る。）を受けた者 
２ 外注する調査等に関する専門的な知識及び技術を有し、かつ、

その実務経験が通算５箇年以上ある者で、次の各号のいずれかに

該当するもの 
  (1) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（同法

６９条の２に規定する大学（以下「短期大学」という。）を

除く。）又は旧大学令（大正７年勅令第３８８号）による大学

において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者（以

下「大学卒」という。）であって、卒業後森林土木部門の職務

に従事した期間が２３年以上ある者 
  (2) 短期大学、学校教育法による高等専門学校又は旧専門学校

令（明治３６年勅令第６１号）による専門学校において、林

業又は土木に関する課程を修めて卒業した者（以下「専門学校

卒」という。）であって、卒業後森林土木部門の職務に従事し

た期間が２７年以上ある者 
 (3) 学校教育法による高等学校若しくは旧中等学校令（昭和 

１８年勅令第３６号）による中等学校を卒業した者又はこれと

同等以上の資格を有する者のうち林業若しくは土木の知識及

び技術を有していると認められる者（以下「高等学校卒」とい

う。）であって、卒業（上記学校の卒業と同等以上の資格を取

得した場合を含む。）後森林土木部門の職務に従事した期間が

３２年以上ある者 
  (4) （社）日本森林技術協会が行う林業技士の登録（森林土木

部門の登録に限る。）を受けた者又はこれと同等の能力を有す

る技術者であって、森林土木部門の職務に従事した期間が１２

年以上ある者 
 



 
機密性２情報                       公募選定事務担当者限り 

 

技術者の名称 技  術  経  歴 

 
主任技師 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 外注する調査等に関する専門的な知識及び技術を有し、かつ、そ

の実務経験が通算２箇年以上ある者で、次の各号のいずれかに該当

するもの 
  (1) 大学卒であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期

間が１８年以上ある者 
  (2) 専門学校卒であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した

期間が２３年以上ある者 
 (3) 高等学校卒であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した

期間が２７年以上ある者 
  (4) 林業技士の登録を受けた者又はこれと同等の能力を有する

技術者であって、森林土木部門の職務に従事した期間が８年以

上ある者 

 
技師Ａ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 外注する調査等に関する専門的な知識及び技術を有する者であ

って、次の各号のいずれかに該当するもの 
  (1) 大学卒であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期

間が１３年以上ある者 
  (2) 専門学校卒であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した

期間が１７年以上ある者 
 (3) 高等学校卒であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した

期間が２０年以上ある者 
  (4) 林業技士の登録を受けた者又はこれと同等の能力を有する

技術者であって、森林土木部門の職務に従事した期間が４年

以上ある者 
 



 
機密性２情報                       公募選定事務担当者限り 

 

技術者の名称 技  術  経  歴 

 
技師Ｂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 外注する調査等に関する専門的な知識及び技術を有する者であ

って、次の各号のいずれかに該当するもの 
  (1) 大学卒であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期

間が８年以上ある者 
  (2) 専門学校卒であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した

期間が１３年以上ある者 
 (3) 高等学校卒であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した

期間が１８年以上ある者 
  (4) 林業技士の登録を受けた者又はこれと同等の能力を有する

技術者 

 
技師Ｃ 
 
 
 
 
 
 

 
 次の各号のいずれかに該当するもの 
  (1) 大学卒であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期

間が５年以上ある者 
  (2) 専門学校卒であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した

期間が８年以上ある者 
 (3) 高等学校卒であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した

期間が１１年以上ある者 

 
技術員 

 森林土木部門の職務に従事した期間が３年以上ある者又はこれ

と同程度以上の知識及び技術を有する者 
 



 

 

（別紙様式３） 

 

                                                    令和  年  月  日 

 

 （法人名） 

 （代表者名）           殿 

 

                    支出負担行為担当官   

                                          九州森林管理局長 眞城 英一 

 

 

選 定 結 果 通 知 書 

 

（選定された場合） 

 

 貴殿が令和  年  月  日付けをもって提出された、令和８年度災害復旧調査業

務（○○災害）の委託対象者の申込書について審査しました結果、貴殿を令和８年度の

対象者として選定しましたので通知します。 

 また、技術資料の内容に変更が生じた場合は、速やかに変更後の技術資料を提出して

下さい。 

 なお、災害復旧調査業務の委託については、災害発生の都度、対象者として選定され

た者の中から適切に見積書を徴収し、有利な者と委託契約するものであり、本通知をも

って委託契約を約束するものではありません。 

 

 

 

（非選定の場合） 

 

 貴殿は、令和  年  月  日付けをもって、令和８年度災害復旧調査業務（○○

災害）の委託対象者の申込書を提出されましたが、審査の結果、下記の理由により選定

しなかったので通知します。 

 

                   記 

 

 ○・・・・ 

 

 

 



（別紙様式４） 

 

暴力団排除に関する誓約事項 

 

 当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記１及び２のいずれに

も該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。 

 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ること

となっても、異議は一切申し立てません。 

  また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの。ただし、

有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表）を警察

に提供することについて同意します。 

 

記 

 

１ 契約の相手方として不適当な者 

（１） 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、

法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をい

う。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与

している者をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。

以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下

同じ。）であるとき 

（２） 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に 

   損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

（３） 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与す 

   るなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与して 

   いるとき 

（４） 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用する 

   などしているとき 

（５） 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると 

   き 

 

２ 契約の相手方として不適当な行為をする者 

（１） 暴力的な要求行為を行う者 

（２） 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 

（３） 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 

（４） 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 

（５） その他前各号に準ずる行為を行う者 

    上記事項について、申込書の提出をもって誓約します。 

 


